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I n f o r m a t i   n 町からのお知らせ

『人権擁護委員の日』特設人権相談
を開催します

　人権擁護委員法が施行された日（昭和２４年６月

１日）を記念して、毎年６月１日を人権擁護委員の

日としています。

　人権擁護委員は法務大臣から委嘱を受け、地域

の皆さんの人権が尊重されるように活動してい

る民間ボランティアで、あなたの街の身近な相談

パートナーです。差別や虐待、パワハラ、嫌がらせ、

いじめなどでお困りの方はお気軽にご相談くださ

い。

日６月１日（火）９時～１２時【１１時３０分まで受付】

所ひまわり館　多目的室２（相談無料、秘密厳守）

問生活環境課　撒（５７）４１３２

５月１２日は　　 　　　　　　　
「民生委員・児童委員の日」

～支えあう　住みよい社会　地域から～

　５月１２日（水）は、全国民生委員児童委員連合

会が定める「民生委員・児童委員の日」です。これ

は、大正６（１９１７）年に岡山県済世顧問制度設置

規程が公布された日に由来しています。

【民生委員・児童委員とは？】

地域の身近な相談相手

　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱

され、それぞれの地域で住民の立場に立って相談

に応じるボランティアです。野木町では現在４６

名の民生委員・児童委員が活動しています。

秘密は守られます

　民生委員・児童委員は、法により守秘義務を有

しています。相談内容が周囲に知られる事はあり

ません。お困りの事がある時は、安心してご相談

してください。

地域の実態把握

〇高齢者に関すること

〇障がい児・者に関すること

〇子どもに関すること

〇生活全般に関すること

　様々な相談に応じるため、訪問活動などを行い

ながら地域を見守っています。

地域と行政の「つなぎ役」

　地域住民の立場から、日常生活を送る上での不

安や心配ごとの相談に応じています。そして、相

談内容に対応した専門機関へとつなぐ役割を果た

しています。様々な行政サービスにつながるため

の支援をしています。

問健康福祉課　撒（５７）４１９６

優良運転者を表彰します

　次にあてはまり表彰を希望される方は、４月３０

日（金）～５月２１日（金）の間にお申込みください。

【表彰を受ける資格】

　表に示す免許取得日で次のすべてにあてはまる

方（原付・小型特殊・二輪免許を含め、一番古い取得

日が基準。）

○平成２８年４月１日～令和３年３月３１日の間、

　無事故・無違反であること。（違反点数３点以下

　の軽微な違反１回は除く。）

○過去に緑十字銅章以上の表彰を受けていないこ

　と。

○交通法令以外の法令に違反したことがないこと。

【表彰式日時】

　令和３年１０月２９日（金）　　　　　　　

　宇都宮市文化会館小ホール　

　（宇都宮市明保野町７－６６）

【申込方法（①・②のいずれか）】(郵送可)

①総務課へ申込の場合

〈郵送先〉

　〒３２９－０１９５　野木町大字丸林５７１　　

　野木町役場総務課消防防災交通係

②小山地区交通安全協会へ申込の場合

〈郵送先〉

　〒３２３－０８２７　小山市大字神鳥谷１７３８番地５

　小山地区交通安全協会

〈必要書類（①・②共通）〉

　運転免許証のコピー（表裏）、運転記録証明書（５

　年間）の原本

※運転免許証のコピーには、お名前のふりがな・

　連絡先の電話番号を記入

※運転記録証明書の交付を受けるには４月２０日

　（火）～５月１１日（火）の間に申込用紙に必要事

　項を記入の上、自動車安全運転センター栃木県

　事務所に申込んでください。申込手続きは郵便

　局でもできます。

　また、申込み時には交付手数料６７０円がかかり

　ます。申込用紙は、野木町役場総務課・野木交番・

　佐川野駐在所・小山地区交通安全協会にありま

　す。

問小山地区交通安全協会　撒０２８５（３９）６６１５

　総務課　撒（５７）４１１２

表彰区分 運転免許取得日（最初に取得した日）

４０年 昭和５６年３月３１日以前（過去に４０年受賞がない方）

３０年 平成２年４月１日～平成３年３月３１日

２０年 平成１２年４月１日～平成１３年３月３１日




